
○伊奈町罹災証明書等交付事務取扱要綱 

平成２７年３月４日 

要綱第１号 

改正 平成２７年７月２７日要綱第３５号 

令和３年９月１日要綱第３１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町内において発生した災害（災害対策基本法（昭和

３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害をいう。以下同じ。）

によって生じた被害の証明書（以下「罹災証明書」という。）を交付す

る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（適用除外） 

第２条 この要綱は、火災に関する被害については除外とする。 

（対象となる罹災） 

第３条 罹災証明書の交付は、次に掲げる被害について行うものとする。 

（１） 住家その他の建物の被害 

（２） 家財の被害 

（３） 前各号に掲げるもののほか、町長が被害を証明することが適当

と認めるもの 

（交付対象） 

第４条 罹災証明書の交付を受けることができる者は、災害により被害を

受けた建物等の所有者又は居住者のほか、町長が適当と認める者とする。 

（罹災証明書の種類） 

第５条 罹災証明書は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める

ところによる。 

（１） 罹災証明書 災害により被害を受けた事実について、町が被害

状況を調査（住家については国が示す「災害の被害認定基準」及び「災



害に係る住家の被害認定基準運用指針」を踏まえ実施する。）し、当

該調査によって認定した被害の程度について証明できるもの。 

（２） 罹災届出証明書 災害により被害を受けた事実について、その

事実を町長に届け出たもの。 

（手数料） 

第６条 罹災証明書の交付に係る手数料は、無料とする。 

（罹災証明書の申請等） 

第７条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明交付申請書（第

１号様式）又は罹災届出証明交付申請書（第２号様式）を町長に提出し

なければならない。 

（１） 被害状況が確認できる写真 

（２） その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の申請の期限は、罹災した日から起算して１年以内とする。ただ

し、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。 

（罹災証明書の交付） 

第８条 町長は、前条に定める申請書の提出があったときは、現地調査等

を行い、使用目的等の申請内容を審査し、適当と認めたときは、罹災証

明書又は罹災届出証明書を交付するものとする。 

（罹災証明書交付簿） 

第９条 町長は、罹災証明書又は罹災届出証明書の交付について、罹災（届

出）証明書交付簿（第３号様式）を作成するものとする。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 



附 則（平成２７年要綱第３５号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年要綱第３１号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の伊奈町罹災証明書等交

付事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 



 



 



 



 



第１号様式（第７条関係） 

第２号様式（第７条関係） 

第３号様式（第９条関係） 

 


